
は

じ

め

に
新
地
開
発
を
め
ぐ
る
幕
府
政
策
と
訴
願
運
動

難
波
新
地
の
開
発
を
中
心
に

本
論
は
、
大
坂
の
難
波
新
地
の
開
発
を
め
ぐ
る
一
件
を
通
じ
て
、
新
地
開
発
の

あ
り
方
や
、
幕
府
政
策
と
訴
願
運
動
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

大
坂
の
新
地
開
発
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
『
大
阪
市
史
』
に
お
い
て
、
新
地
の

(
1
)
 

種
類
や
開
発
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
内
田
九
州
男
氏
が
都
市
建

設
•
町
の
開
発
を
述
べ
る
な
か
で
触
れ
、
新
地
開
発
の
計
画
手
法
に
は
計
画
絵
図

が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
計
画
書
は
収
支
の
見
積
が
伴
っ
て
い
た
こ
と
、
開
発

(
2
)
 

申
請
者
は
開
発
を
投
資
の
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら

に
塚
田
孝
氏
は
、
新
地
開
発
と
株
（
特
に
茶
屋
株
）
に
注
目
し
、
茶
屋
株
と
茶
屋

(3) 

仲
間
の
展
開
を
新
地
開
発
の
あ
り
方
と
関
連
さ
せ
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
新
地
開
発
に
関
す
る
研
究
は
深
ま
り
つ
つ
あ
る
が
、
新
地
開
発
の
具
体
的
な
成

立
過
程
や
、
開
発
を
受
け
る
側
の
動
向
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
と
い
え
よ

う
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
宝
暦
•
明
和
期
に
開
発
さ
れ
た
難
波
新
地
を
と
り
あ

(
4
)
 

げ
、
幕
府
に
よ
る
新
地
開
発
政
策
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
難
波
村
の
訴
願
運
動
を
中

心
に
論
じ
て
い
く
。

本
論
に
入
る
前
に
、
新
地
開
発
の
性
格
付
け
を
行
う
た
め
に
、
曽
根
崎
新
地
と

高
津
新
地
の
概
要
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

曽
根
崎
新
地
は
、
宝
永
五
年
(
-
七
0
八
）
に
蜆
川
沿
の
西
成
郡
曽
根
崎
村
の

地
内
を
開
発
し
て
成
立
し
た
。
同
年
―
一
月
の
町
触
に
よ
っ
て
、
地
代
銀
の
永
久
免

除
•
十
五
年
間
の
無
役
・
茶
屋
株
や
風
呂
屋
株
な
ど
諸
株
所
持
を
認
め
る
と
い
う

前
提
の
も
と
入
札
者
を
募
り
、
高
金
額
を
提
示
し
た
者
が
落
札
す
る
、
と
い
う
方

法
が
採
ら
れ
た
。
開
発
後
、
新
地
は
天
満
組
に
編
入
さ
れ
、
さ
ら
に
三
町
に
町
割

り
さ
れ
、
各
町
に
町
年
寄
が
置
か
れ
た
。
落
札
者
に
は
町
触
通
り
、
茶
屋
株
な
ど

の
所
持
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
「
株
付
屋
敷
」
も
下
さ
れ
た
。
茶
屋
で
は
一

(
5
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株
に
つ
き
一
一
人
の
茶
立
女
を
置
く
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
が
、
現
実
に
は
遊
女
と
し

て
の
営
業
が
中
心
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
新
地
」
が
、
遊
里
（
遊
所
・
遊
廓
）

(
6
)
 

の
代
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

西
高
津
新
地
は
、
享
保
十
八
年
(
-
七
三
三
）
に
西
高
津
村
の
う
ち
、
紀
州
街

道
沿
の
長
町
以
東
の
ニ
―
七
石
余
の
畑
地
を
開
発
し
て
成
立
し
た
。
谷
町
―

-
T
目

の
福
島
屋
市
郎
右
衛
門
と
立
売
堀
三
丁
目
の
備
前
屋
善
兵
衛
の
両
名
が
、
「
新
町

屋
」
の
建
設
を
幕
府
に
願
い
出
て
、
許
可
を
得
た
の
ち
開
発
に
着
手
し
た
。
そ
の

と
き
両
町
人
は
西
高
津
村
か
ら
地
所
を
買
い
請
け
て
い
る
。
開
発
後
の
地
所
は
、

松

永

友

和

-1-



第
一
章
「
松
安
庄
右
衛
門
新
建
家
願
一
件
」
と
訴
願
運
動

町
人
の
「
請
地
」
と
さ
れ
、
翌
十
九
年
九
月
に
新
地
の
繁
昌
や
開
発
者
の
助
成
の

た
め
、
茶
屋
株
三
一
―
株
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
延
享
二
年
(
-
七
四
五
）
正
月
に

は
、
大
坂
代
官
支
配
か
ら
大
坂
町
奉
行
所
支
配
と
な
り
、
南
組
に
編
入
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
と
き
、
新
地
は
九
町
に
町
割
り
さ
れ
、
各
町
に
町
年
寄
が
置
か
れ
た
。

た
だ
し
大
坂
三
郷
へ
紺
入
さ
れ
て
も
、
年
貢
負
担
は
継
続
さ
れ
、
さ
ら
に
町
役
も

他
町
並
に
納
め
る
と
い
う
両
役
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
新
地
開
発
を
請
け
負
っ
た
の
は
町
人
で
あ
り
、
そ
の
点
で
「
町
人

請
負
新
地
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
開
発
の
契
機
に
注
目
し
て
み
る

と
、
曽
根
崎
新
地
は
大
坂
町
奉
行
所
の
町
触
、
つ
ま
り
幕
府
の
意
向
が
開
発
の
契

機
と
な
っ
て
お
り
、
一
方
、
西
高
津
新
地
で
は
町
人
が
開
発
を
出
頻
し
て
い
る
。

そ
の
点
で
二
つ
の
新
地
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
前

者
の
開
発
を
「
幕
府
主
導
型
新
地
」
と
し
、
後
者
を
「
町
人
出
願
型
新
地
」
と
呼

(
7
)
 

ぶ
こ
と
に
す
る
。

以
下
で
は
難
波
新
地
の
開
発
と
、
そ
の
前
段
階
に
あ
た
る
「
松
安
庄
右
衛
門
新

建
家
願
一
件
」
を
取
り
あ
げ
て
考
察
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
こ
の
一
一
件
の
開
発
が

密
接
に
関
連
す
る
と
と
も
に
、
開
発
に
至
る
村
側
の
動
向
が
具
体
的
に
判
明
す
る

た
め
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
宝
暦
期
の
新
地
開
発
を
め
ぐ
る
一
件
、
「
松
安
庄
右
衛
門
新
建
家

願
一
件
」
を
と
り
あ
げ
、
新
地
開
発
に
反
対
す
る
難
波
村
百
姓
の
姿
を
訴
願
運
動

と
し
て
捉
え
、
そ
の
具
休
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の
一
件
は
、
宝
暦
九
年

（
一
七
五
九
）
に
松
安
庄
右
衛
門
が
、
新
地
建
家
願
を
代
官
所
に
提
出
し
た
こ
と

に
始
ま
る
。
代
官
所
側
も
松
安
に
同
調
し
、
開
発
を
強
力
に
推
し
進
め
た
が
、
村

側
は
開
発
に
反
対
の
意
向
を
示
し
た
。
そ
の
後
、
村
民
に
よ
る
訴
願
運
動
の
結

果
、
開
発
は
差
止
と
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
一
件
の
具
体
的
な
経
過
を
明
ら
か
に

(
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す
る
と
と
も
に
、
村
側
の
開
発
反
対
の
論
理
を
追
究
し
て
い
き
た
い
。

第
一
節
松
安
庄
右
衛
門
に
よ
る
新
建
家
願

難
波
村
の
庄
屋
の
も
と
に
、
松
安
庄
右
衛
門
の
新
建
家
願
が
伝
え
ら
れ
た
の

は
、
宝
暦
九
年
閏
七
月
―
―
―
日
で
あ
る
（
開
発
の
経
過
に
つ
い
て
は
表
1
を
参

(
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照
）
。
次
の
史
料
は
、
そ
の
と
き
の
状
況
を
庄
屋
が
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
内
藤
十
右
衛
門
様
方
一
昨
日
御
差
紙
、
先
達
而
松
安
庄
右
衛
門
新
建
家
願
之

儀
二
付
御
吟
味
有
之
間
、
地
子
壱
人
茂
不
残
罷
出
候
様
、
病
気
之
者
者
駕
籠

二
乗
出
候
様
、
村
役
人
壱
両
人
付
添
、
今
五
日
罷
出
候
様
被
仰
下
候

右
の
史
料
に
よ
る
と
、
大
坂
鈴
木
町
代
官
内
藤
十
右
衛
門
が
難
波
村
庄
屋
甚
左

衛
門
に
差
紙
を
渡
し
、
松
安
に
よ
る
新
建
家
願
の
件
で
吟
味
が
あ
る
た
め
、
「
地

子
」
は
残
ら
ず
出
頭
せ
よ
、
と
命
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
の
文
脈
か
ら

判
断
し
て
、
「
地
子
」
と
は
、
開
発
計
画
に
あ
が
っ
た
土
地
所
有
者
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
の
史
料
か
ら
は
、
大
坂
町
人
松
安
庄
右
衛
門
の
出
願
が
開
発
の
発
端
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
開
発
は
「
町
人
出
願
型
新
地
」
と

し
て
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

開
発
を
願
い
出
た
松
安
庄
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
事
柄
が
判
明
す
る
。

居
所
は
大
坂
天
満
の
舟
大
工
町
で
、
大
坂
城
の
蔵
米
の
払
方
を
生
業
と
し
て
い

(10) 
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
堂
島
米
仲
買
株
や
揚
米
屋
・
駄
売
屋
株
を
所
持
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
松
安
は
、
米
穀
流
通
ル
ー
ト
に
深
く
関
与
し
た
「
御
城

(12) 

米
御
用
達
」
商
人
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
が
原
因
と
な
り
、
天
明
一
二
年
と
七
年

-2-



表 1 「松安庄右衛門新建家顧一件」の経過

年 月 日 出 来 事

閏 7月3日
鈴木町代官内藤十右衛門が、松安庄右衛門による新建家願の件について関

係者の出頭を命じる。

閏7月5日
土地所有者 34名（幕領 20人、社領 5人、出作 9人）および付添の村役人

が代官所に出頭。吟味を受ける。

閏7月7日 再び土地所有者および村役人が出頭。代官から直々に吟味を受ける。

閏7月19日 土地所有者ら出頭。代官元／大塚富右衛門から年貢増徴の圧力を受ける。

宝暦 9年
閏 7月20日 難波村の高持百姓が寄合を開く。

罠17月21日
難波村の惣百姓代（御料惣百姓代 18人、社領惣百姓代 3人）が開発差止

の願書を内藤代官所に提出。→のちに強訴に似た行為と捉えられ問題化。

8月12日 閏7月21日の行動が強訴がましいとして問題化する。

10月21日 惣百姓代のうち、一部の者が開発差止から離反する。（惣百姓代の分裂）

10月23日 土地所有者と松安庄右衛門が代官所において開発をめぐって話し合う。

宝暦10年 6月20日 江戸から開発の差止の命令が下される。村側は代官所へ礼金を贈る。

※『古来方新建家目論見一件』より作成。

発
に
反
対
の
意
向
を
示
し
た
点
に
注
目
し
た
い
。

力
町
人
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
一
七
八
三
•
八
七
）

(13) 

知
ら
れ
て
い
る
。

の
打
ち
こ
わ
し
で
は
、
そ
の
標
的
と
な
っ
た
人
物
と
し
て

(14) 

ま
た
、
松
安
は
萩
藩
の
財
政
面
に
も
関
与
し
て
い
る
。
松
安
に
と
っ
て
新
地
開

発
は
、
自
己
経
営
の
一
手
段
で
あ
り
、
今
回
の
開
発
以
外
で
は
、
安
永
五
年
（
一

七
七
六
）
に
曽
根
崎
川
上
口
の
新
築
地
の
開
発
を
手
掛
け
て
い
る
。
以
上
の
こ
と

か
ら
松
安
は
、
米
穀
流
通
を
中
心
に
多
方
面
に
わ
た
る
事
業
を
行
っ
た
大
坂
の
有

さ
て
、
代
官
所
か
ら
出
頭
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
同
月
五
日
に
土
地
所

有
者
（
廂
領
百
姓
二

0
人
、
生
玉
社
領
百
姓
五
人
、
出
作
九
人
）
お
よ
び
付
添
と

し
て
村
役
人
が
代
官
所
に
出
頭
し
て
い
る
。
代
官
所
に
お
い
て
土
地
所
有
者
ら

は
、
代
官
手
代
か
ら
吟
味
を
受
け
、
さ
ら
に
松
安
と
直
接
会
っ
て
談
判
を
行
い
、

土
地
を
譲
り
渡
す
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
土
地
所
有
者
は
、
土
地
を

松
安
に
売
り
渡
せ
ば
、
「
難
義
」
す
る
と
し
て
、
反
対
の
意
向
を
示
す
。
そ
の

後
、
ひ
と
ま
ず
代
官
手
代
は
士
地
所
有
者
を
河
内
屋
源
兵
衛
方
へ
控
え
さ
せ
、
一

人
一
人
呼
び
出
す
形
式
で
吟
味
を
行
っ
た
。
士
地
所
有
者
が
、
初
発
の
段
階
で
開

七
日
に
は
、
代
官
内
藤
十
右
衛
門
が
直
々
に
吟
味
を
行
っ
た
あ
と
、
代
官
元
メ

富
右
衛
門
が
土
地
所
有
者
に
対
し
て
、
松
安
は
御
用
を
承
っ
て
い
る
者
で
あ
り
、

土
地
の
譲
渡
に
得
心
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
申
し
付
け
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
十
二
日
後
の
七
月
十
九
日
、
土
地
所
有
者
は
再
び
代
官
所
に
召
し
出

さ
れ
、
以
前
に
増
し
て
代
官
所
か
ら
土
地
の
譲
渡
に
つ
い
て
圧
力
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
。
元
メ
富
右
衛
門
は
士
地
所
有
者
に
対
し
て
、
開
発
の
用
地
を
い
か
程
の

代
銀
で
あ
っ
て
も
譲
り
難
い
と
い
う
こ
と
は
、
相
当
の
「
徳
有
之
地
」
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
「
難
波
村
中
免
十
ヲ
ニ
御
取
箇
」
（
年
貢
率
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十
割
）
に
す
る
と
言
い
迫
る
。
そ
の
上
で
元
メ
は
、
所
有
者
が
地
所
を
譲
る
か
、

そ
れ
と
も
年
貢
率
の
引
上
と
な
る
か
、
二
つ
に
―
つ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

当
時
の
難
波
村
の
年
貢
率
は
、
「
六
ツ
弐
分
六
リ
七
毛
」
で
あ
っ
た
た
め
、
「
免

+
」
は
非
常
に
大
き
な
負
担
と
な
る
。
元
メ
の
発
言
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
免
増

の
対
象
地
域
が
「
難
波
村
中
」
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
開
発
の
用
地
の
み
な
ら

ず
、
村
全
体
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
元
メ
の
発
言
に
よ
っ
て
、
こ
の

一
件
は
、
松
安
と
土
地
所
有
者
間
の
問
題
か
ら
、
松
安
•
代
官
所
と
難
波
村
全
休

に
関
わ
る
間
題
へ
と
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
難
波
村
で
は
高
持
百
姓
を
中
心
に
寄
合
を
開
き
、
土
地
の
売
買
は
あ

く
ま
で
土
地
所
有
者
の
意
向
次
第
で
あ
る
が
、
士
地
の
譲
渡
に
反
対
す
れ
ば
難
波

村
全
体
の
年
貢
率
が
上
げ
ら
れ
、
一
同
が
難
儀
す
る
と
し
て
、
高
持
百
姓
の
意
向

は
、
新
地
開
発
願
に
反
対
し
な
い
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
松
安
庄
右
衛
門
新
建
家
願
一
件
」
の
開
発
計
画
が
持
ち
上

が
っ
た
と
き
、
土
地
所
有
者
は
開
発
に
反
対
の
意
向
を
示
し
た
。
代
官
所
側
は
大

坂
町
人
松
安
庄
右
衛
門
に
同
調
し
、
開
発
を
推
進
し
た
の
で
あ
る
。

開
発
反
対
の
訴
顧
運
動

第
二
節

松
安
が
出
願
し
て
始
ま
っ
た
開
発
計
画
は
、
そ
の
後
、
転
機
を
迎
え
る
こ
と
に

な
る
。
七
月
二
十
一
日
に
、
難
波
村
の
惣
百
姓
代
が
開
発
差
止
の
願
書
を
内
藤
代

(17) 

官
所
に
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
願
書
に
よ
る
と
、
私
共
（
惣
百
姓
代
）
は
土
地
所

有
者
で
は
な
い
が
、
所
有
者
が
土
地
を
譲
り
渡
せ
ば
甚
だ
難
渋
し
て
し
ま
う
と
述

べ
た
上
で
、
さ
ら
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
て
い
る
。

一
当
村
之
義
以
前
者
村
高
多
御
座
候
二
付
、
大
小
之
百
姓
農
業
、
又
ハ
其
作
物

を
以
所
々
江
売
候
而
渡
冊
仕
来
り
候
処
、
先
年
力
御
用
地
二
付
村
高
之
内

生
玉
御
杜
領
惣
百
姓
代

同
村

五
郎
兵
衛

（
二
名
・
・
・
略
）

大
屋

（
一
七
名
・
・
・
略
）

宝
暦
九
年
卯
閏
七
月
廿
一
日
粕
屋

難
波
村

御
料
分
惣
百
姓
代

与
右
衛
門

所
々
被
召
上
、
近
年
者
難
波
御
蔵
井
入
堀
等
二
村
高
之
内
御
用
地
二
被
召
上

候
故
、
殊
之
外
高
も
減
少
仕
、
前
々
村
高
多
キ
節
之
も
の
共
茂
只
今
二
而
者

作
当
テ
無
御
座
、
作
場
減
少
故
、
菜
・
雑
事
を
売
候
而
渡
世
仕
候
も
の
も
作

物
少
ク
相
成
候
二
付
、
末
々
之
水
呑
百
姓
茂
必
至
と
是
迄
難
義
仕
罷
有
候

処
、
此
度
之
願
場
処
之
義
者
先
年
新
銭
吹
場
二
被
仰
付
候
節
、
右
之
畑
地
ハ

道
頓
堀
九
郎
右
衛
門
町
南
表
惣
苗
代
場
二
而
、
諸
種
蒔
置
候
而
生
立
候
を

所
々
畑
地
へ
植
付
申
候
義
故
、
其
節
之
御
代
官
様
江
も
度
々
御
願
申
上
、
其

上
江
戸
御
表
迄
罷
下
り
、
（
中
略
）
右
新
銭
吹
場
之
畑
地
村
方
へ
御
戻
シ
被

為
成
下
候
様
奉
願
上
候
処
、
早
速
被
為
聞
召
上
御
戻
シ
被
下
候
畑
地
之
義
二

御
座
候
得
共
、
右
地
内
百
姓
共
願
人
与
相
対
被
仕
候
而
者
、
其
余
之
百
姓
大

小
水
呑
之
も
の
共
も
差
当
り
今
日
之
渡
世
二
差
詰
り
及
渇
命
、
難
義
至
極
奉

存
候
二
付
、
恐
多
ハ
奉
存
候
得
共
此
上
之
御
慈
悲
を
以
、
右
之
場
処
地
内
百

姓
相
対
不
仕
候
様
仕
度
、
尚
又
棚
人
之
衆
中
力
茂
新
建
家
之
義
御
聞
届
不
被

為
成
下
候
ハ
ヽ
、
千
万
難
有
可
奉
存
候
、
依
之
乍
恐
奉
頻
上
候
、
以
上
、
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内
藤
十
右
衛
門
様

役

所

惣
百
姓
代
の
主
張
は
、
土
地
の
譲
渡
お
よ
び
新
建
家
願
自
体
の
反
対
を
願
い
出

た
も
の
で
あ
る
。
反
対
の
論
理
は
次
の
三
つ
に
集
約
で
き
る
。

―
つ
は
、
開
発
は
土
地
所
有
者
だ
け
で
な
く
、
村
内
の
様
々
な
階
層
の
者
に
影

響
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
村
民
の
大
多
数
が
難
渋
す
る
、
と
い
う
点
が
あ
げ
ら

れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
惣
百
姓
代
は
、
以
前
村
高
は
多
か
っ
た
が
近
年
は
御
用

(19) 

地
に
召
し
上
げ
ら
れ
、
百
姓
の
持
高
も
減
少
し
て
い
る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
士
地
か

ら
の
収
穫
物
が
少
な
く
な
り
、
そ
の
上
開
発
に
よ
っ
て
土
地
が
奪
わ
れ
る
と
、
生

御

産
者
の
み
な
ら
ず
作
物
を
売
っ
て
渡
世
す
る
者
も
難
渋
し
て
し
ま
う
、
と
訴
え

る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
惣
百
姓
代
が
「
菜
・
雑
事
を
売
候
而
渡
冊
仕
候
も

の
」
や
「
水
呑
百
姓
」
に
も
着
目
し
た
点
で
あ
る
。
惣
百
姓
代
は
、
松
安
と
土
地

所
有
者
間
の
問
題
を
、
青
物
生
産
・
流
通
に
関
わ
る
村
民
全
体
の
問
題
と
し
て
捉

(20) 

え
た
の
で
あ
る
。

二
つ
に
は
、
新
地
開
発
に
よ
っ
て
村
共
有
の
「
惣
苗
代
場
」
を
失
っ
て
し
ま
う

こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
顧
書
に
よ
る
と
、
青
物
を
栽
培
す
る
と
き
、
「
惣
苗
代
場
」

に
お
い
て
青
物
の
種
を
蒔
き
、
苗
を
あ
る
程
度
生
育
さ
せ
、
そ
れ
を
「
所
々
畑

地
」
へ
植
え
付
け
て
い
る
と
い
う
。
「
惣
苗
代
場
」
を
失
え
ば
、
青
物
生
産
の
減

収
に
繋
が
り
、
さ
ら
に
青
物
流
通
に
も
影
響
が
及
ぶ
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
に
共
通
す
る
点
は
、
新
地
開
発
を
村
内
の
青
物
生
産
・
流
通
の
弊
害

と
見
な
し
た
こ
と
で
あ
る
。
惣
百
姓
代
は
、
開
発
を
村
全
体
の
問
題
と
み
る
こ
と

で
、
開
発
反
対
の
多
数
派
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

反
対
の
論
理
の
一
二
つ
目
に
は
、
由
緒
を
強
調
し
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
惣
百
姓

代
は
、
今
回
の
開
発
計
画
地
が
以
前
に
新
銭
吹
場
の
候
補
地
と
な
っ
た
と
き
、
当

時
の
代
官
所
に
度
々
反
対
を
願
い
出
て
、
さ
ら
に
江
戸
に
ま
で
訪
れ
て
訴
願
し
た

と
こ
ろ
、
早
速
聞
き
届
け
ら
れ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
新
銭
場
設
置
に
反
対

し
た
と
き
の
具
体
的
な
状
況
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
日
、
こ
の
計
画
は
頓
挫
し
て

い
る
。
惣
百
姓
代
は
、
以
前
に
認
め
ら
れ
た
由
緒
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
今
回
の

(21) 

開
発
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
先
例
を
重
視
す
る
社
会
に
お
い
て
、
由
緒
を
強
調

す
る
こ
と
は
、
訴
願
す
る
際
に
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

惣
百
姓
代
の
願
書
を
受
け
と
っ
た
代
官
所
側
は
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
新
地
開

発
を
推
進
し
た
。
元
メ
富
右
衛
門
は
、

奥
留
り
庄
右
衛
門
願
免
拾
壱
ヶ
年
百
五
拾
枚
御
益
差
上
、
地
主
ヘ
ハ
質
入
直

段
壱
ば
い
増
二
而
可
渡
候
旨
申
候
二
相
対
難
成
と
申
ハ
、
是
迄
過
分
徳
分
有

之
畑
地
を
其
侭
二
而
致
上
納
隠
シ
置
候

と
述
べ
、
あ
た
か
も
村
側
が
「
徳
分
」
を
隠
匿
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
決
め
付

け
、
村
側
に
圧
力
を
か
け
た
。
さ
ら
に
松
安
も
、
土
地
所
有
者
に
対
し
質
入
価
格

の
倍
の
値
段
を
払
う
と
と
も
に
、
代
官
所
に
は
十
割
の
年
貢
お
よ
び
一
年
に
つ
き

銀
一
五
0
枚
を
差
し
上
げ
る
、
と
い
う
好
条
件
を
用
意
し
て
開
発
の
許
可
を
取
り

付
け
よ
う
と
し
た
。
代
官
所
側
が
松
安
に
同
調
し
開
発
を
推
進
し
た
の
は
、
幕
府

側
の
利
益
、
す
な
わ
ち
「
御
益
」
が
理
由
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
元
メ
の
発
言
を
受
け
て
、
惣
百
姓
代
ら
は
一
言
も
反
論
す
る
こ
と
が
で
き

ず
に
い
た
が
、
付
添
で
来
て
い
た
新
蔵
が
、
土
地
の
譲
渡
に
反
対
し
た
の
は
、
畑

地
に
徳
分
が
あ
る
た
め
で
は
な
く
、
「
家
督
二
は
な
れ
家
敷
二
成
候
義
歎
ヶ
敷
奉

存
候
」
と
述
べ
、
機
転
を
利
か
せ
て
こ
の
場
面
は
切
り
抜
け
て
い
る
。

第
三
節
惣
百
姓
代
の
分
裂

開
発
反
対
の
訴
願
運
動
は
、
惣
百
姓
代
を
中
心
に
行
わ
れ
た
が
、
惣
百
姓
代
の
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意
思
は
必
ず
し
も
「
一
枚
岩
」
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
惣
百
姓
代
の
意
思
は

(23) 

分
裂
し
た
の
で
あ
る
。

意
思
の
分
裂
は
、
閏
七
月
二
十
一
日
に
惣
百
姓
代
が
願
書
を
代
官
所
に
提
出
し

た
際
、
代
官
所
側
が
惣
百
姓
代
の
行
動
を
問
題
視
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
代

官
所
側
は
惣
百
姓
代
ら
の
行
動
を
、
頭
取
を
立
て
ず
に
大
勢
が
詰
め
寄
っ
た
と
し

(24) 

て
、
「
強
訴
ヶ
間
敷
義
」
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
強
訴
は
幕
府
法
に
よ
っ
て
禁
止

さ
れ
て
お
り
、
代
官
所
側
は
八
月
十
一
一
日
、
願
書
の
冒
頭
に
署
名
し
て
い
た
与
右

衛
門
を
村
預
に
処
す
と
と
も
に
、
村
民
四
九

0
人
の
署
名
付
き
で
、
以
後
は
強
訴

あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
行
動
は
決
し
て
行
わ
な
い
、
と
い
う
誓
約
書
を
提
出
さ

(25) 

せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
代
官
所
と
難
波
村
は
開
発
を
め
ぐ
っ
て
衝
突
し
、
両
者
の
関
係

は
緊
張
し
た
も
の
に
な
る
。
そ
れ
が
原
因
と
な
り
、
惣
百
姓
代
六
名
が
開
発
反
対

派
か
ら
離
脱
し
た
。

十
月
二
十
一
日
、
惣
百
姓
代
次
郎
左
衛
門
他
五
名
は
、
以
前
は
開
発
に
反
対
し

た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
村
全
体
の
年
貢
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
は
難
儀
す
る
と
し

て
、
以
後
は
開
発
に
反
対
し
な
い
旨
を
代
官
所
に
提
出
し
た
。
こ
の
行
動
は
、
村

と
代
官
所
が
緊
張
関
係
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
止
む
を
得
ず
選
ん
だ
行
動
と
い

え
よ
う
。
た
だ
、
新
地
開
発
を
反
対
し
て
い
た
惣
百
姓
代
た
ち
に
と
っ
て
は
、
次

郎
左
衛
門
ら
の
行
為
は
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
次
郎
左
衛
門
ら
六
名
の
行
動
を
一
方
的
に
否
定
す
る
の
は
必
ず
し
も

正
し
い
と
は
い
え
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
開
発
反
対
を
押
し
切
る
こ
と
は
す
な
わ

ち
、
村
全
体
の
年
貢
率
が
幕
府
に
よ
っ
て
上
げ
ら
れ
る
リ
ス
ク
を
伴
う
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
次
郎
左
衛
門
ら
の
行
動
は
、

の
利
害
を
代
弁
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

一
部
の
百
姓

開
発
に
反
対
か
容
認
か
と
い
う
点
で
、
惣
百
姓
代
の
意
思
は
分
裂
し
た
が
、
百

姓
と
し
て
自
ら
を
成
り
立
た
せ
よ
う
と
す
る
方
向
に
お
い
て
、
両
者
の
意
見
は
一

新
建
家
願
の
差
止

惣
百
姓
代
の
意
思
が
分
裂
し
た
頃
、
開
発
を
出
願
し
た
松
安
は
、
独
自
の
活
動

を
始
め
る
。
開
発
顆
を
「
江
戸
表
」
に
提
出
し
、
開
発
を
働
き
か
け
た
の
で
あ

る
。
松
安
は
幕
府
に
「
過
分
之
御
益
」
を
差
し
上
げ
、
か
つ
「
高
免
二
而
御
年

(26) 

貢
」
を
上
納
す
る
と
上
申
し
た
。
「
御
益
」
を
重
視
す
る
幕
府
に
と
っ
て
、
幕
府

に
直
接
訴
え
る
松
安
の
手
法
は
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

十
月
一
―
十
三
日
に
は
、
土
地
所
有
者
と
松
安
庄
右
衛
門
が
代
官
所
に
呼
び
出
さ

れ
、
開
発
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
と
き
土
地
所
有
者

は
、
代
官
所
か
ら
圧
力
を
受
け
な
が
ら
も
松
安
に
対
し
て
、
い
か
程
之
金
銀
を
受

け
取
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
た
ち
は
畑
作
を
生
粟
と
す
る
以
外
に
商
売
を
し
た
こ

と
が
な
く
、
俄
に
商
人
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
万
一
御
用
地
に
召
し
上
げ
ら

れ
た
と
し
て
も
、
「
御
代
官
様
」
に
繰
り
返
し
訴
願
す
る
こ
と
で
、
畑
地
を
維
持

す
る
こ
と
を
願
い
出
る
存
念
で
あ
る
と
述
べ
、
開
発
に
反
対
の
意
向
を
示
し
た
。

あ
く
ま
で
実
力
行
使
で
は
な
く
、
訴
願
に
よ
っ
て
問
題
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
百

(27) 

姓
の
意
識
に
は
、
「
御
代
官
様
」
へ
の
依
存
・
恩
頼
感
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
村
民

の
一
人
は
、

何
分
松
安
庄
右
衛
門
江
相
対
仕
候
而
畑
地
譲
り
渡
シ
候
儀
者
得
不
仕
、
万
々

一
御
用
地
欺
御
買
上
二
而
御
上
江
被
召
上
候
節
者
、
地
も
木
も
御
公
儀
様
之

（
マ
マ
）

物
二
而
候
得
者
是
悲
二
及
不
申
候
得
共
、
庄
右
衛
門
へ
相
対
之
義
ハ
得
不
仕

(28) 
候

第
四
節

致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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と
述
べ
て
、
開
発
に
反
対
し
た
。
村
内
の
土
地
が
外
部
の
者
に
移
る
こ
と
へ
の
危

(29) 

機
感
も
、
開
発
反
対
の
要
因
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

最
終
的
に
こ
の
一
件
は
、
宝
暦
十
年
(
-
七
六
0
)
六
月
二
十
日
に
裁
決
が
下

さ
れ
た
。
土
地
所
有
者
、
お
よ
び
惣
百
姓
代
、
庄
屋
・
年
寄
が
代
官
所
に
呼
び
出

さ
れ
、
代
官
内
藤
十
右
衛
門
の
前
で
次
の
沙
汰
が
下
さ
れ
た
。

先
達
而
大
坂
松
安
庄
右
衛
門
其
村
方
作
場
二
新
建
家
願
出
候
処
、
其
方
共
達

而
差
障
り
候
二
付
、
右
願
之
趣
江
戸
表
へ
窺
候
処
、
新
建
家
之
俵
者
相
止
候

(30) 

様
申
来
り
候

お
よ
そ
一
年
に
及
ぶ
村
側
の
ね
ば
り
強
い
訴
願
運
動
に
よ
り
、
開
発
中
止
と
い

う
判
断
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
村
側
は
代
官
所
役
人
に
、
総
額
五
0
九
匁
余
の
「
御
礼
」
銀
を
贈
っ

て
い
る
。
こ
の
金
は
礼
銀
の
意
味
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
今
後
村
側
の
要
求
を
有

利
に
運
ぶ
た
め
の
人
脈
づ
く
り
、
代
官
所
と
の
太
い
パ
イ
プ
づ
く
り
と
見
た
方
が

正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
様
々
な
手
管
も
、
「
訴
願
す
る
実
力
」
だ
っ
た
の
で

(31) 

あ
る
。こ

こ
で
本
章
を
小
括
す
る
。

宝
暦
九
年
の
開
発
「
松
安
庄
右
衛
門
新
建
屋
願
一
件
」
は
、
「
御
城
米
御
用
達
」

町
人
松
安
庄
右
衛
門
に
よ
る
出
願
、
す
な
わ
ち
「
町
人
出
願
型
新
地
」
と
し
て
進

め
ら
れ
、
計
画
は
、
松
安
（
出
願
者
）
↓
代
官
所
↓
難
波
村
と
い
う
経
路
で
伝
え

ら
れ
た
。
開
発
に
対
し
て
村
側
は
、
特
に
惣
百
姓
代
が
中
心
と
な
っ
て
、
開
発
反

対
の
訴
願
運
動
を
行
っ
た
。
反
対
の
論
理
は
、
難
波
村
の
青
物
生
産
・
流
通
を
生

業
と
す
る
者
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
、
開
発
用
地
が
村
の
「
惣
苗
代
場
」
で
あ

る
こ
と
、
以
前
に
あ
が
っ
た
新
銭
吹
場
設
置
が
頓
挫
し
た
由
緒
を
も
つ
と
い
う
三

点
で
あ
る
。
そ
の
後
、
訴
願
運
動
が
展
開
し
て
い
く
な
か
で
、
惣
百
姓
代
の
意
思

が
分
裂
す
る
な
ど
、
紆
余
曲
折
を
経
る
こ
と
に
な
る
が
、
最
終
的
に
幕
府
が
下
し

た
判
決
は
、
開
発
の
差
止
め
で
あ
っ
た
。
村
側
は
訴
願
運
動
に
よ
っ
て
、
開
発
の

差
止
と
い
う
判
断
を
幕
府
か
ら
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
章

難
波
新
地
の
開
発
と
訴
願
運
動

本
章
で
は
、
難
波
新
地
が
成
立
す
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
、
村
側
の
動
向
を

中
心
に
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

難
波
新
地
は
、
明
和
元
年
(
-
七
六
四
）
に
幕
府
主
導
の
も
と
、
鈴
木
町
の
金

田
屋
正
助
が
請
け
負
い
、
開
発
さ
れ
た
新
地
で
あ
る
。
近
憔
後
期
に
は
大
坂
を
代

表
す
る
新
地
の
一
っ
と
し
て
栄
え
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
「
ミ
ナ
ミ
」
の
基
礎
に
位

(32) 

置
づ
け
ら
れ
る
。
難
波
新
地
が
開
発
さ
れ
る
以
前
、
難
波
村
は
「
松
安
庄
右
衛
門

新
建
家
願
一
件
」
と
同
様
、
開
発
に
対
し
て
訴
願
運
動
を
行
っ
た
。
し
か
し
前
章

で
確
認
し
た
訴
願
運
動
と
は
性
質
を
変
え
、
開
発
そ
の
も
の
に
反
対
す
る
の
で
は

な
く
、
開
発
請
負
を
出
願
す
る
運
動
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
難
波

新
地
の
開
発
が
決
定
す
る
ま
で
の
過
程
に
焦
点
を
あ
て
、
幕
府
政
策
と
訴
願
運
動

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

開
発
の
発
端

第
一
節

難
波
新
地
の
開
発
の
発
端
は
、
「
松
安
庄
右
衛
門
新
建
家
願
一
件
」
と
は
異
な

り
、
大
坂
西
町
奉
行
所
か
ら
開
発
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
（
経
過
に
つ
い

て
は
表
2
を
参
照
）
。

一
五
月
廿
七
日
、
昨
夜
西
御
番
所
方
御
差
紙
之
写
到
来
、
今
廿
七
日
五
ッ
時
、

庄
屋
年
寄
西
御
番
所
江
罷
出
候
様
申
来
二
付
、
早
朝
力
我
等
兵
助
、
年
寄
仁
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表 2 難波新地の開発の経過

年 月日 出 来 事

5月268 大坂西町奉行所が、難波新地の開発にあたって、村役人の出頭を命じる。

5月27日
庄屋代人兵助と年寄が出頭する。幕府から開発の沙汰があったことを聞かさ

れる。

5月28日 庄屋代人兵助が偽称の廉で入牢を命じられる。年寄三人は用聞預けとなる。

5月29日
土地所有者が、西町奉行所に出頭し、開発にあたって土地の引渡方法の選択

を迫られる。土地所有者は、代銀での買上方法を選ぶ。

6月2日 西町奉行所側が、村役人に対して開発に反対しない誓約書を認めさせる。

6月11日
庄屋代人兵助および年寄の罪が赦される。難波村の年寄が、開発の村請負を

宝暦14年
西町奉行所に願い出る。

（明和元年） 6月13日 難波村の庄屋・年寄が、開発の村請負を代官所に穎い出る。

6月23日 難波村の庄屋甚左衛門が、開発の請負を代官所に頻い出る。

7月5日 難波村の庄屋甚左衛門が、再び請負を代官所に願い出る。

7月11日 難波村の庄屋甚左衛門が、再々度にわたって請負を代官所に願い出る。

7月12日 難波村は寄合の結果、村側による開発請負願を取り下げる。

7月23日
西町奉行所与力が、町方（金田屋正助）から開発請負の申請があることを、

難波村側に伝える。

9月上旬 金田屋正助による難波新地の開発請負が認められる。

10月20日 土地の買上が行われる。

明和 2年
3月6日 難波新地が大坂天満組に編入される。

9月4日 難波新地と命名され、三町に町割される。

※『難波新地三町分新建家一件』（個人蔵）、『藤井善八覚書』（『大阪市史』第五）より作成。

こ
の
よ
う
に
、
難
波
新
地
の
開
発
は
公
儀
の
命
で
始
ま
り
、
大
坂
町
人
松

安
庄
右
衛
門
が
出
願
し
た
場
合
と
は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
異
な

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
開
発
を
請
け
負
っ
た
の
は
町
人
で
あ
り
、
そ
の
点

(34) 

を
重
視
し
て
「
個
人
（
町
人
）
主
導
」
の
開
発
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
し
か

し
、
開
発
は
町
人
が
請
け
負
う
か
た
ち
を
と
り
な
が
ら
も
、
開
発
の
契
機
や

決
定
権
は
幕
府
側
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
難
波
新
地
は
「
幕
府
主
導
」

の

さ
て
、
翌
二
十
八
日
に
庄
屋
代
人
兵
助
お
よ
び
年
寄
与
左
衛
門
が
町
奉
行

所
に
出
頭
し
た
と
ぎ
、
あ
る
事
件
が
起
こ
る
。
庄
屋
の
代
人
兵
助
が
入
牢
を

命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
二
十
七
日
に
兵
助
が
奉
行
所
に
出
頭
し
た
と
き
、

自
ら
を
年
寄
与
左
衛
門
と
偽
っ
て
称
し
、
翌
日
、
与
左
衛
門
が
出
頭
し
た
と

き
、
そ
の
偽
り
が
発
覚
し
た
の
で
あ
る
。
町
奉
行
所
で
は
、
江
戸
役
人
中
井

庄
五
郎
の
立
合
の
も
と
、
与
力
吉
田
勝
右
衛
門
が
兵
助
に
対
し
て
、
下
人
の

開
発
で
あ
る
と
い
え
る
。

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
幕
府
主
導
型
新
地
」
と
し
て
新
地
開
発
が
進
め

与
力
か
ら
聞
か
さ
れ
る
。

兵
衛
井
長
左
衛
門
遣
候
処
、
午
之
刻
時
御
呼
出
し
御
白
洲
江
御
呼
出
、

地
方
御
与
力
衆
御
立
会
被
仰
渡
候
者
、
（
中
略
）
此
度
公
儀
よ
り
新
建

(33) 

家
二
被
仰
付
候
間
、
地
主
共
江
申
聞
御
買
上
二
被
仰
付
候

宝
暦
十
四
年
(
-
七
六
四
）
五
月
二
十
六
日
夜
、
大
坂
西
町
奉
行
所
か
ら

難
波
村
へ
差
紙
写
が
送
ら
れ
、
翌
日
の
二
十
七
日
に
庄
屋
・
年
寄
は
出
頭
す

る
よ
う
命
じ
ら
れ
る
。
庄
屋
は
自
分
の
代
り
に
代
人
兵
助
を
遣
わ
し
、
加
え

て
年
寄
仁
兵
衛
•
長
左
衛
門
が
町
奉
行
所
に
出
頭
す
る
。
奉
行
所
内
の
白
洲

に
お
い
て
、
兵
助
と
仁
兵
衛
ら
は
、
開
発
が
公
儀
よ
り
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
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身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
公
儀
を
恐
れ
ず
偽
っ
た
こ
と
は
甚
だ
不
埒
で
あ
る
と
述

べ
、
吟
味
期
間
中
の
兵
助
の
入
牢
を
申
し
付
け
て
い
る
。
か
つ
同
席
し
て
い
た
年

寄
も
責
任
が
あ
る
と
し
て
、
三
人
の
年
寄
は
大
坂
屋
武
兵
衛
方
へ
用
聞
預
け
を
命

じ
ら
れ
て
い
紅
°

兵
助
の
入
牢
と
年
寄
の
用
聞
預
け
を
受
け
て
、
村
側
は
、
過
怠
御
免
願
（
金
銭

を
納
め
赦
免
を
得
る
）
を
出
す
な
ど
し
て
、
赦
免
の
策
を
講
じ
た
。
そ
の
結
果
、

―
二
日
間
に
わ
た
る
吟
味
取
調
べ
の
の
ち
、
六
月
十
一
日
に
兵
助
ほ
か
年
寄
一
二
人
の

罪
は
赦
さ
れ
、
担
当
の
与
力
か
ら
、
今
回
に
限
り
特
別
な
取
り
計
ら
い
に
よ
っ
て

赦
免
す
る
旨
が
告
げ
ら
れ
た
。
兵
助
の
入
牢
お
よ
び
年
寄
三
人
の
用
聞
預
け
の
期

間
は
、
十
一
日
間
に
及
ん
だ
こ
と
に
な
る
。

開
発
の
準
備
は
そ
の
間
に
も
進
め
ら
れ
、
五
月
二
十
九
日
に
土
地
所
有
者
は
西

町
奉
行
所
に
出
頭
を
命
じ
ら
れ
、
「
此
度
建
家
場
所
替
地
願
候
哉
、
又
者
代
銀
と

も
申
受
候
哉
」
と
、
土
地
の
引
渡
方
法
に
つ
い
て
詰
問
を
受
け
た
。
こ
の
と
き
、

土
地
所
有
者
は
「
御
歎
」
を
申
し
上
げ
る
が
吟
味
が
厳
し
く
、
結
局
、
替
地
策
よ

(37) 

り
も
代
銀
を
受
け
取
る
方
法
を
選
ん
で
い
る
。

土
地
所
有
者
に
は
、
難
波
村
内
の
寺
院
（
西
念
寺
•
自
安
寺
）
も
含
ま
れ
て
お

り
、
六
月
二
日
に
西
町
奉
行
所
は
両
寺
の
者
を
呼
び
寄
せ
、
取
り
調
べ
を
行
っ
て

い
る
。
こ
の
と
き
町
奉
行
所
側
は
、
土
地
所
有
者
が
開
発
に
得
心
し
た
以
上
は
、

惣
百
姓
代
が
開
発
に
反
対
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
誓
約
書
を
庄
屋
・
年
寄
た
ち

に
認
め
さ
せ
て
い
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
松
安
に
よ
る
開
発
に
反
対
し
た

惣
百
姓
代
に
対
し
て
、
町
奉
行
所
側
は
予
め
楔
を
打
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
幕
府
主
導
型
新
地
」
と
し
て
進
め
ら
れ
た
難
波
新
地
の
開
発

は
、
庄
屋
代
人
兵
助
が
入
牢
を
命
じ
ら
れ
る
な
ど
、
初
発
の
段
階
か
ら
緊
張
を
帯

び
た
状
態
で
始
ま
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
開
発
は
公
儀
の
命
令
で
あ
り
、
村
側

第
三
節

難
波
新
地
の
開
発
地
域

新
地
開
発
を
め
ぐ
る
訴
願
運
動
の
展
開
を
み
る
前
に
、
難
波
新
地
の
開
発
地
域

に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
先
に
結
論
を
述
べ
る
と
、
難
波
新
地
の
開
発
地

域
と
松
安
庄
右
衛
門
が
出
願
し
た
開
発
計
画
地
域
は
、
ほ
ぼ
同
地
域
で
あ
る
と
指

摘
で
き
る
。
「
松
安
庄
右
衛
門
新
建
家
願
一
件
」
で
は
、
実
際
に
開
発
が
行
わ
れ

る
前
に
、
開
発
が
差
止
と
な
っ
た
た
め
、
具
体
的
な
開
発
想
定
地
域
は
不
明
で
あ

る
が
、
「
道
頓
堀
九
郎
右
衛
門
町
南
表
」
の
「
惣
苗
代
場
」
が
開
発
候
補
の
用
地

に
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
は
、
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
難
波
新
地
の
周
辺
地

図
を
示
し
た
図
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
難
波
新
地
二
丁
目
•
三
丁
目
は
道
頓
堀

九
郎
右
衛
門
町
の
南
側
に
位
置
し
て
お
り
（
一
丁
目
は
元
伏
見
坂
町
の
南
側
に
位

置
）
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
難
波
新
地
は
、
松
安
が
願
い
出
た
開
発
計
画
地
域
を
含

ん
で
い
た
と
推
定
で
き
る
。
さ
ら
に
、
難
波
新
地
が
開
発
さ
れ
る
以
前
の
土
地
所

有
者
を
示
し
た
表

3
に
よ
る
と
、
総
人
数
二
八
人
の
う
ち
、
一
六
人
が
松
安
に
よ

る
開
発
計
画
の
と
き
の
土
地
所
有
者
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
べ
て

の
士
地
所
有
者
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
以
上
に
よ
り
、
難
波
新
地

は
、
「
松
安
庄
右
衛
門
新
建
家
一
件
」
で
開
発
計
画
に
あ
が
っ
た
用
地
と
、
ほ
ぽ

同
地
域
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
難
波
新
地
の
開
発
以
前
に

は
、
ほ
ぼ
同
地
域
に
お
い
て
、
差
止
と
な
っ
た
も
の
の
「
松
安
庄
右
衛
門
新
建
家

願
一
件
」
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

開
発
請
負
の
訴
願
運
動

幕
府
に
よ
る
新
地
開
発
政
策
に
対
し
て
、
村
側
は
開
発
そ
の
も
の
に
反
対
を
せ

第
二
節

は
そ
の
枠
内
に
お
い
て
訴
願
運
動
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
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図 難波新地の周辺地図

※田中豊•藤田実「難波新地見世物場の位置について」（『大阪の歴史』 36) の図 2 「明和 2 年ごろの難
波新地付近」をもとに作成。

表 3 難波新地が開発される以前の土地所有者

出身 土地所有者 出身 土地所有者

1 難波村庄屋 甚左衛門 15 摂州御領下越石 円上善左衛門

2 難波村 覚正小兵衛 16 摂州御領下越石 正円庄三郎

3 難波村 覚正久左衛門 17 難波村 本屋喜兵衛

4 難波村 覚正安左衛門 18 難波村 平田久右衛門

5 難波村 土佐ノ清右衛門 19 難波村 太兵衛

6 難波村 土佐ノ助右衛門 20 難波村 自安寺

7 難波村 上金源左衛門 21 難波村 西念寺

8 難波村 米屋与兵衛 22 京町堀四丁目方越石 銭屋きよ

， 難波村 谷川道伯 23 九郎右衛門町力越石 松屋佐平次

10 難波村 たはこや市左衛門 24 九郎右衛門町力越石 山田屋友吉

11 難波村 宮部長右衛門 25 三津寺町力越石 松屋八右衛門

12 難波村 弥宜甚兵衛 26 大坂方越石 油屋与八郎

13 難波村 津和ノ五右衛門 27 大坂力越石 播磨屋もと

14 難波村 口屋浄心 28 摂州御領下越石 奥田屋孫四郎

※『難波新地三町分新建家一件』（個人蔵）より作成。
表のうち、網掛けで示した土地所有者は、「松安庄右衛門新建家頻一件」の土地所有者と重複している
人物。
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様
乍
恐
奉
願
上
候
、
以
上

宝
暦
十
四
年
六
月
十
三
日

乍
恐
口
上

ず
、
そ
の
請
負
を
願
い
出
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
開
発
に
反
対
す
る
こ
と
は

つ
ま
り
、
公
儀
に
反
抗
す
る
こ
と
に
繋
が
る
た
め
で
あ
る
。
村
民
は
開
発
反
対
が

困
難
な
状
況
に
お
い
て
、
最
善
の
方
法
を
模
索
し
た
結
果
、
開
発
反
対
の
訴
願
運

動
か
ら
、
開
発
請
負
の
訴
願
運
動
へ
と
移
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

兵
助
の
出
牢
が
赦
さ
れ
た
同
日
の
六
月
十
一
日
、
難
波
村
の
年
寄
五
名
は
開
発

此
度
新
建
家
場
処
村
請
二
仕
度
旨
、
書
付
を
以
年
寄
小
兵
衛
•
伊
兵
衛
•
小

右
衛
門
、
社
領
年
寄
武
平
・
九
郎
右
衛
門
印
形
二
而
西
御
番
所
へ
御
願
申
上

(38) 
候

村
に
よ
る
開
発
の
請
負
、
す
な
わ
ち
「
村
請
」
を
願
い
出
た
の
は
、
村
内
幕
領

の
年
寄
一
二
名
と
生
玉
社
領
の
年
寄
二
名
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
奉
行
所
の
担
当

与
力
は
、
ひ
と
ま
ず
願
書
を
受
け
取
り
、
追
っ
て
沙
汰
を
申
し
渡
す
と
対
応
す

る
。
年
寄
に
よ
る
「
村
請
」
の
願
書
の
内
容
は
、
ま
も
な
く
西
町
奉
行
所
か
ら
代

官
所
に
伝
え
ら
れ
た
よ
う
で
、
十
三
日
に
代
官
所
に
お
い
て
取
調
べ
が
行
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
時
、
村
側
は
庄
屋
を
含
め
て
、
改
め
て
開
発
の
「
村
請
」
の
願
書
を

(39) 

代
官
所
に
提
出
し
た
。

一
今
般
当
村
領
之
内
、
元
伏
見
坂
町
裏
井
難
波
新
地
南
表
之
畑
地
、
新
建
家
場

御
目
論
見
二
付
、
右
場
処
建
家
之
儀
、
村
請
二
被
成
下
候
様
、
一
昨
十
一
日

西
御
奉
行
様
へ
御
願
奉
申
上
候
、
其
節
私
共
儀
、
御
咎
メ
内
故
罷
出
不
申
候

ニ
付
、
今
日
被
為
御
召
成
、
右
村
受
之
儀
、
私
共
得
心
二
候
哉
被
仰
渡
奉
畏

候
、
一
昨
十
一
日
年
寄
百
姓
代
奉
願
上
候
通
、
私
共
茂
一
同
村
請
被
成
下
候

の
請
負
を
西
町
奉
行
所
に
願
い
出
て
い
る
。

そ
の
後
し
ば
ら
く
開
発
請
負
の
件
は
、
目
立
っ
た
動
き
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
間
に
も
開
発
の
準
備
は
進
め
ら
れ
、
土
地
証
文
の
提
出
（
六
月
十

二
日
・
十
五
日
）
、
与
力
衆
•
代
官
下
僚
ら
に
よ
る
用
地
の
見
分
(
+
七
日
）
、
絵

図
の
提
出
（
二
十
日
）
、
検
地
帳
写
の
提
出
（
二
十
二
日
）
な
ど
、
町
奉
行
所
と

代
官
所
に
よ
っ
て
新
地
開
発
の
準
備
は
進
め
ら
れ
て
い
る
。

村
側
が
再
び
開
発
請
負
の
願
書
を
代
官
所
に
提
出
し
た
の
は
六
月
二
十
三
日
で

あ
る
。
た
だ
、
今
回
は
「
村
請
」
で
は
な
く
、
庄
屋
自
ら
が
開
発
を
請
け
負
う
か

た
ち
で
願
い
出
て
い
る
。

村
し
て
い
る
。

内
藤
十
右
衛
門
様

役

御

所

十
一
日
に
村
内
年
寄
五
人
が
、
西
町
奉
行
所
に
「
村
請
」
を
願
い
出
た
と
き
、

庄
屋
お
よ
び
そ
の
他
の
年
寄
は
、
兵
助
入
牢
の
一
件
の
た
め
、
願
書
に
連
名
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
改
め
て
代
官
所
で
は
、
庄
屋
の
意
向
を
確

認
す
べ
く
出
頭
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
庄
屋
は
、
「
村
請
」
は
自
分
も
得
心
の
上

で
あ
る
と
の
趣
旨
を
代
官
所
に
上
申
し
た
。
以
後
、
庄
屋
を
中
心
と
し
た
開
発
請

(40) 

負
の
訴
顧
運
動
が
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

庄
屋
ら
に
よ
る
「
村
請
」
願
に
対
し
て
幕
府
は
、
村
が
開
発
を
請
け
負
っ
た
場

合
、
ど
の
程
度
「
御
益
」
金
が
あ
る
か
尋
ね
て
い
る
。
そ
の
質
問
に
対
し
て
、
村

側
は
即
答
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
相
談
の
上
、
後
日
申
し
上
げ
る
と
返
答
し
、
帰

ケ 1/ 年
寄

難
波
村
庄
屋

仁
兵
衛

甚
左
衛
門

与
左
衛
門

長
左
衛
門
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役

御

所

こ
の
願
書
の
特
徴
は
、
主
に
次
の
二
点
で
あ
る
。
一
点
目
は
、
開
発
の
請
負
主

体
が
庄
屋
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
庄
屋
甚
左
衛
門
は
、
「
先
祖
方
数
代
」
以
前
か

ら
土
地
を
相
続
し
て
き
た
由
緒
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
他
の
人
物
が
開
発
を
請

け
負
い
、
自
分
と
畑
地
と
が
離
れ
て
し
ま
っ
て
は
嘆
か
わ
し
い
と
述
べ
る
。
さ
ら

に
、
庄
屋
は
願
書
の
な
か
で
、
請
負
の
範
囲
を
よ
り
具
体
的
に
元
伏
見
坂
町
の
南

側
（
の
ち
の
難
波
新
地
一
丁
目
に
相
当
す
る
地
域
）
と
示
し
て
い
る
。
庄
屋
甚
左

内
藤
十
右
衛
門
様

明
和
元
年
申
六
月
廿
三
日

甚
左
衛
門

庄
屋
甚
左
衛
門

一
当
村
領
之
内
此
度
新
建
家
御
目
論
見
之
内
、
大
坂
元
伏
見
坂
町
裏
惣
反
別
五

反
壱
畝
五
分
之
処
、
右
反
別
之
内
二
者
、
私
先
祖
方
数
代
預
り
居
申
候
畑
地

御
座
候
、
然
処
此
度
御
買
上
二
而
新
建
家
之
義
被
為
仰
付
候
二
付
、
右
場

処
二
而
茶
屋
株
十
五
軒
御
赦
免
被
成
下
候
而
、
私
へ
新
建
家
之
儀
被
為
仰

付
候
ハ
ヽ
、
畑
地
之
儀
者
私
相
対
を
以
譲
り
受
、
為
御
益
与
当
時
金
子
四
百

両
奉
差
上
、
御
年
貢
之
儀
者
十
ッ
免
を
以
価
年
上
納
仕
、
町
役
之
儀
も
外
並

之
通
相
勤
可
申
候
、
前
書
二
奉
申
上
候
通
私
先
祖
方
預
り
居
候
畑
地
御
座
候

ニ
付
、
右
畑
地
二
は
な
れ
候
茂
何
と
も
歎
ヶ
敷
奉
存
候
間
、
御
慈
悲
之
上
被

為
聞
召
上
、
私
江
新
建
家
之
義
被
仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
、
広
太
之
御
慈
悲
難
有

可
奉
存
候
、
以
上

難
波
村
庄
屋

乍
恐
以
書
付
御
願
奉
申
上

摂
州
西
成
郡
難
波
村

衛
門
は
、
土
地
と
の
繋
が
り
や
由
緒
を
強
調
し
、
か
つ
請
負
範
囲
を
具
体
的
に
示

す
こ
と
で
、
願
書
を
よ
り
聞
き
届
け
ら
れ
や
す
く
な
る
よ
う
図
っ
た
の
で
あ
る
。

頻
書
の
特
徴
の
二
点
目
は
、
庄
屋
甚
左
衛
門
が
請
け
負
っ
た
場
合
の
「
御
益
」

が
明
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
甚
左
衛
門
は
、
も
し
開
発
の
請
負
願
が
聞
き
届

け
ら
れ
た
場
合
は
、
金
子
四
百
両
を
上
納
し
、
さ
ら
に
年
貢
は
「
十
ッ
免
」
(
+

割
）
で
毎
年
上
納
し
、
加
え
て
町
役
も
納
め
る
、
と
い
う
条
件
を
付
け
て
願
い
出

て
い
る
。
こ
の
点
は
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
松
安
庄
右
衛
門
が
好
条
件
（
年

貢
は
十
割
、
い
母
年
銀
一
五
0
枚
を
上
納
）
で
開
発
を
出
願
し
た
点
と
共
通
し
て
い

る
。
こ
の
と
き
甚
左
衛
門
が
、
「
御
益
」
上
納
の
担
保
と
し
て
茶
屋
株
一
五
軒
の

(42) 

所
持
を
願
い
出
て
い
る
点
も
、
新
地
開
発
の
特
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

庄
屋
甚
左
衛
門
に
対
す
る
代
官
所
側
の
対
応
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
日
、
江
戸

の
役
人
が
「
御
益
之
儀
如
何
程
」
と
尋
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
と
き
の
願
書

は
「
御
益
」
が
些
少
の
た
め
、
却
下
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
七
月
五
日

に
再
び
庄
屋
甚
左
衛
門
が
、
「
御
益
」
を
四
百
両
か
ら
七
百
両
に
増
額
し
て
、
願

書
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
ぎ
る
。
こ
の
と
き
の
顆
書
も
却
下
さ
れ

た
よ
う
で
、
七
月
十
一
日
に
甚
左
衛
門
は
再
々
度
に
わ
た
っ
て
願
書
を
提
出
し
て

い
る
。
こ
の
と
き
は
、
今
ま
で
の
「
御
益
」
に
加
え
て
、
「
私
地
代
銀
者
御
上
よ

(43) 

り
不
奉
受
候
」
と
述
べ
、
開
発
の
請
負
を
願
い
出
て
い
る
。
結
局
、
庄
屋
に
よ
る

再
三
の
出
願
は
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
村
側
は
寄
合
を
開
き
、
翌
十
二
日
に
開
発
請

負
願
の
取
り
下
げ
を
申
請
し
て
い
る
。

そ
の
後
七
月
―
―
十
三
日
に
な
っ
て
、
村
側
は
西
町
奉
行
所
与
力
か
ら
、
町
方
よ

り
開
発
請
負
の
申
請
が
あ
る
旨
を
聞
か
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
の
「
御
益
」
は
七
―
―

〇
貰
目
、
金
に
し
て
一
万
二

0
0

0
両
と
い
う
莫
大
な
額
で
あ
っ
た
。
町
奉
行
所

側
は
、
も
し
こ
の
金
額
よ
り
も
わ
ず
か
で
も
多
く
上
納
す
れ
ば
村
側
に
請
負
を
命
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明
和
元
年
に
開
発
さ
れ
た
難
波
新
地
は
、
公
儀
の
命
令
に
よ
る
「
幕
府
主
導
型

新
地
」
と
し
て
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
村
側
は
「
松
安
庄
右
衛
門
新
建
家
一

件
」
の
と
き
と
は
異
な
り
、
開
発
自
体
に
反
対
を
せ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
開
発
請

負
の
訴
願
運
動
を
行
っ
た
。
こ
の
訴
願
運
動
の
質
的
変
化
は
、
運
動
を
行
い
得
る

範
囲
に
お
い
て
、
村
に
と
っ
て
最
善
の
策
を
講
じ
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
も
、

「
村
請
」
願
が
却
下
さ
れ
る
と
、
次
は
庄
屋
に
よ
る
請
負
に
変
え
る
な
ど
し
て
、

こ
こ
で
本
章
を
小
括
し
て
お
き
た
い
。

じ
る
、
と
伝
え
て
い
る
が
、
村
側
に
と
っ
て
そ
れ
は
不
可
能
な
条
件
で
あ
っ
た
。

庄
屋
甚
左
衛
門
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
開
発
請
負
の
訴
願
運
動
は
、
「
御

益
」
を
重
視
す
る
幕
府
に
聞
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
幕
府
は
一
万
二

0
0

0
両
の
上
納
金
を
提
示
に
し
た
鈴
木
町
の
金
田

屋
正
助
に
開
発
を
請
け
負
わ
せ
て
い
る
。
難
波
新
地
の
開
発
に
お
い
て
、
幕
府
が

(44) 

土
地
の
買
上
に
費
や
し
た
金
額
は
、
六
六
貰
三
二
匁
で
あ
り
、
金
田
屋
か
ら
の
上

納
金
か
ら
、
そ
の
金
額
を
差
し
引
く
と
、
お
よ
そ
一
万
一

0
0
0
両
が
残
る
。
こ

の
莫
大
な
金
額
を
幕
府
は
手
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
幕
府
は
「
御
益
」
を
得
る
た

め
に
新
地
開
発
政
策
を
行
っ
た
と
い
え
よ
う
。

難
波
新
地
の
開
発
工
事
が
明
和
二
年
三
月
に
終
了
す
る
と
、
土
地
は
大
坂
一
二
郷

の
天
満
組
に
編
入
さ
れ
た
（
た
だ
し
年
貢
は
難
波
村
を
通
じ
て
代
官
所
に
上

納
）
。
茶
屋
株
・
風
呂
株
・
勧
進
角
力
櫓
株
・
能
常
舞
台
株
•
髪
結
床
株
な
ど
諸

株
の
所
持
を
許
さ
れ
た
金
田
屋
正
助
は
、
そ
の
後
、
新
地
経
営
を
展
開
し
て
い

く
。
し
か
し
、
金
田
屋
の
新
地
経
営
は
軌
道
に
乗
ら
な
か
っ
た
ら
し
く
、
金
田
屋

は
毎
年
の
よ
う
に
年
貢
の
未
進
を
難
波
村
か
ら
訴
え
ら
れ
た
。
結
局
、
経
営
に
失

敗
し
た
金
田
屋
は
、
天
明
七
年
五
月
に
難
波
新
地
を
売
払
い
、
事
業
か
ら
撤
退
し

(46) 

て
い
る
。

よ
り
願
書
を
聞
き
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
村
側
は
策
を
練
っ
た
。
し
か
し
、
幕
府
は

村
側
の
訴
願
は
採
用
せ
ず
に
、
町
人
金
田
屋
正
助
に
開
発
を
請
け
負
わ
せ
た
。
新

地
開
発
政
策
に
お
い
て
幕
府
が
璽
視
し
た
の
は
「
御
益
」
で
あ
り
、
田
沼
期
に
お

(47) 

け
る
大
坂
地
域
の
政
策
の
特
色
が
、
こ
の
点
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う

本
論
文
で
は
ま
ず
、
新
地
開
発
を
そ
の
契
機
に
注
目
し
て
、
「
幕
府
主
導
型
新

地
」
と
「
町
人
出
願
型
新
地
」
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
設
定
し
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
宝
暦
九
年
(
-
七
五
九
）

の
「
松
安
庄
右
衛
門
新
建
家
一

件
」
は
、
「
町
人
出
願
型
新
地
」
と
し
て
開
発
計
画
が
進
め
ら
れ
た
。
開
発
に
対

し
て
村
側
は
、
惣
百
姓
代
を
中
心
に
し
て
開
発
反
対
の
訴
願
運
動
を
行
っ
た
。
そ

の
後
、
代
官
側
の
圧
力
に
よ
っ
て
惣
百
姓
代
の
意
思
が
分
裂
す
る
な
ど
、
運
動
は

紆
余
曲
折
を
経
る
が
、
最
終
的
に
幕
府
は
開
発
の
差
止
を
命
じ
た
。
村
側
に
よ
る

訴
願
運
動
が
、
開
発
差
止
の
判
断
を
幕
府
か
ら
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
明
和
元
年
(
-
七
六
四
）
の
難
波
新
地
は
公
儀
の
下
命
に
よ
る
「
幕
府

主
導
型
新
地
」
と
し
て
開
発
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
村
側
は
開
発
自
体
に

反
対
を
せ
ず
、
開
発
請
負
の
訴
願
運
動
を
行
っ
た
。
村
側
は
開
発
の
「
反
対
」
か

ら
「
請
負
」

へ
と
、
訴
願
運
動
の
質
を
変
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
村
請
」
願

が
却
下
さ
れ
る
と
、
次
は
庄
屋
に
よ
る
請
負
に
変
更
す
る
な
ど
し
て
、
柔
軟
に
訴

願
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
幕
府
は
最
終
的
に
村
側
の
要
求
を
採
用

せ
ず
、
よ
り
好
条
件
を
提
示
し
た
町
人
金
田
屋
正
助
に
開
発
を
請
け
負
わ
せ
た
。

そ
こ
に
は
、
「
御
益
」
を
重
視
す
る
幕
府
の
姿
勢
が
垣
間
見
ら
れ
、
田
沼
期
に
お

け
る
大
坂
地
域
の
政
策
の
特
色
が
、
難
波
新
地
の
開
発
を
通
じ
て
確
認
す
る
こ
と

お

わ

り

に
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新
地
開
発
に
お
け
る
訴
願
運
動
の
意
義
を
、
政
策
決
定
ま
で
の
道
筋
で
捉
え
た

と
き
、
権
限
は
あ
く
ま
で
幕
府
側
に
あ
り
、
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
村
側
の
要

求
は
必
ず
し
も
聞
き
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
幕
府
に
よ
る

新
地
開
発
政
策
の
実
施
過
程
に
お
い
て
、
村
側
が
訴
願
運
動
を
通
じ
て
、
こ
の
よ

う
に
関
わ
っ
た
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
幕
府
政
策
に
対
し
て
積
極
的

『
大
阪
市
史
』
第
一
（
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
八
年
、
初
版
は
一
九
一
三
年
）
。

な
お
、
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
三
巻
（
大
阪
市
、
一
九
八
九
年
）
で
は
、
「
新

地
•
新
築
地
造
成
の
経
過
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
、
よ
り
詳
細
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

内
田
九
州
男
「
都
市
建
設
と
町
の
開
発
」
（
『
日
本
都
市
史
入
門
II

町
」
、
東
京

大
学
出
版
、
一
九
九
0
年）。

塚
田
孝
「
近
世
大
坂
の
開
発
と
株
」
（
大
阪
市
立
大
学
文
学
部
紀
要
『
人
文
研

究
』
第
四
八
巻
第
一
―
―
分
冊
、
一
九
九
六
年
）
、
の
ち
『
近
世
大
坂
の
都
市
杜

会
』
、
吉
川
弘
文
館
、
―

1
0
0
六
年
、
に
所
収
）
、
同
『
近
軋
の
都
市
社
会
史
』

（
青
木
書
店
、
一
九
九
六
年
）
。

難
波
村
は
、
摂
津
国
西
成
郡
の
一
村
で
あ
り
、
大
坂
三
郷
の
南
側
に
近
接
し
て

い
た
。
本
論
が
対
象
と
し
て
い
る
時
期
の
領
主
は
、
大
坂
代
官
と
生
玉
社
で
あ

る
。
幕
末
期
の
石
高
は
一
七
ニ
ニ
石
余
で
、
そ
の
う
ち
―
四
一
九
石
余
が
幕
領

で
、
残
り
の
三
0
-
―
石
余
が
生
玉
社
領
で
あ
る
。
も
っ
と
も
村
高
は
、
江
戸
時

代
を
通
じ
て
一
定
で
は
な
く
、
生
玉
社
領
が
ほ
ぼ
一
―
1
0
0
石
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
幕
領
の
石
高
が
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
主
な
理
由
は
、
村
内
が
開
発
さ

れ
、
土
地
が
大
坂
―
―
一
郷
に
組
み
込
ま
れ
た
た
め
で
あ
る
。
近
世
中
後
期
に
な
る

と
、
村
自
体
が
町
場
化
し
て
い
き
、
村
内
に
は
八
つ
の
「
町
」
が
存
在
し
た
。

に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

に
関
わ
ろ
う
と
す
る
民
衆
の

「
力
」
や
、
近
世
民
衆
の
政
治
参
加
の
姿
態
が
明
確

が
で
き
る
。

12 (11 
10 (

9
)
 

(
8
 

7
 

6
 

(
5
)
 

人
口
に
つ
い
て
は
、
宝
暦
九
年
(
-
七
五
九
）
に
お
け
る
村
内
の
軒
数
が
四
九

0
軒
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
約
―

1
0
0
0
人
は
ど
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
後
、
近
世
後
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
、
人
口
は
急
激
に
増
加
し
て
い
る
。

田
中
豊
「
大
坂
の
茶
立
女
」
（
『
有
坂
隆
道
先
生
古
稀
記
念
会
日
本
文
化
史
論

集
』
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

大
坂
以
外
に
、
京
都
に
お
け
る
新
地
の
遊
所
化
傾
向
に
つ
い
て
は
、
鎌
田
道
隆

「
近
世
都
市
に
お
け
る
都
市
開
発
ー
宝
永
五
年
京
都
大
火
後
の
新
地
形
成
を
め
ぐ

っ
て
」
（
『
奈
良
史
学
』
一
四
、
一
九
九
六
年
、
の
ち
『
近
世
京
都
の
都
市
と
民

衆
』
、
思
文
閣
出
版
‘

-
-
0
0

0
年
、
に
所
収
）
参
照
。

新
地
の
性
格
付
け
に
つ
い
て
は
、
木
村
礎
『
近
世
の
新
田
村
』
（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
四
年
）
の
、
新
田
分
類
の
方
法
に
示
唆
を
受
け
た
。

本
章
で
用
い
る
主
な
史
料
は
、
『
古
来
方
新
建
家
目
論
見
一
件
』
で
あ
る
。
こ
の

史
料
は
、
文
化
年
間
に
難
波
村
庄
屋
氏
原
甚
左
衛
門
政
孝
が
編
纂
し
た
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
難
波
村
の
農
地
で
町
屋
敷
に
転
換
さ
れ
た
土
地
、
お

よ
び
村
民
の
反
対
に
よ
っ
て
差
止
と
な
っ
た
開
発
計
画
な
ど
、
三

0
件
の
土
地

問
題
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
内
田
九
州
男
「
解
題
」
（
大
阪
市
史
編
纂
所
編

『
大
阪
市
史
史
料
第
十
輯
古
来
方
新
建
家
目
論
見
一
件
』
、
大
阪
市
史
料
調
査

会
、
一
九
八
三
年
）
参
照
。

大
阪
市
史
編
纂
所
編
『
大
阪
市
史
史
料
第
十
輯
古
来
方
新
建
家
目
論
見
一
件
』

（
大
阪
市
史
料
調
査
会
、
一
九
八
三
年
）
三
八
頁
。
以
下
、
史
料
名
を
『
古
来
カ

新
建
家
』
と
表
記
す
る
。

野
間
光
辰
監
修
、
多
治
比
郁
夫
•
日
野
龍
夫
編
輯
『
校
本
難
波
丸
綱
目
』
（
中
尾

松
泉
堂
書
店
、
一
九
七
七
年
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
延
享
版
「
麟
虹
難
波
丸
網

目
」
を
参
照
。

『
大
阪
編
年
史
』
第
一
―
巻
（
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
市
史
編
纂
室
、
一
九
七
一

年
）
の
「
雑
件
上
三
」
（
―

1
0

I

頁
）
と
「
御
触
及
口
達
」
(
―
一
九
七
頁
）
。

岩
田
浩
太
郎
氏
は
、
松
安
庄
右
衛
門
の
こ
と
を
御
城
米
払
い
下
げ
流
通
ル
ー
ト

を
掌
握
し
て
い
た
人
物
と
評
価
し
て
い
る
。
岩
田
「
三
井
大
坂
両
替
店
記
録
に

お
け
る
天
明
の
大
坂
お
よ
び
江
戸
打
ち
こ
わ
し
関
係
史
料
に
つ
い
て
」
（
『
三
井

文
庫
論
叢
』
一
―
七
、
一
九
九
三
年
、
の
ち
解
説
文
を
増
補
改
稿
し
て
『
近
世
都
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市
騒
擾
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
0

0
四
年
、
に
所
収
）
参
照
。

岡
本
良
一
「
大
都
市
の
打
毀
し
と
そ
の
主
体
勢
力
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
―
一
、

一
九
五
0
年
、
の
ち
『
乱
•
一
揆
•
非
人
』
、
柏
書
房
、
一
九
八
三
年
、
に
所

収
）
、
前
掲
、
岩
田
「
三
井
大
坂
両
替
店
記
録
に
お
け
る
天
明
の
大
坂
お
よ
び
江

戸
打
ち
こ
わ
し
関
係
史
料
に
つ
い
て
」
参
照
。

伊
藤
昭
弘
「
一
八
世
紀
の
藩
財
政
と
大
坂
金
融
資
本
」
（
『
日
本
史
研
究
』
五
〇

六
‘
―

1
0
0
四
年
）
参
照
。

『
藤
井
善
八
覚
書
』
（
『
大
阪
市
史
』
第
五
）
。

『
古
来
方
新
建
家
』
五
九
頁
。

こ
こ
で
い
う
惣
百
姓
代
と
は
、
惣
百
姓
の
代
表
者
の
こ
と
を
指
す
。
な
お
、
惣

百
姓
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
尚
志
『
遠
く
て
近
い
江
戸
の
村
』
（
裔
書
房
出
版
、
ニ

0

0
四
年
）
参
照
。

『
古
来
か
新
建
家
』
四
〇
—
四
一
―
頁
。

こ
こ
で
い
う
村
高
の
減
少
は
、
難
波
御
蔵
お
よ
び
入
堀
の
建
設
を
指
す
と
考
え

ら
れ
る
。
難
波
御
蔵
は
、
享
保
十
七
年
(
-
七
三
三
）
に
設
置
さ
れ
た
幕
府
の

米
蔵
で
、
建
設
に
よ
っ
て
難
波
村
内
幕
領
五
一
―
石
余
と
生
玉
社
領
―
―
石
余
、

お
よ
び
今
宮
村
幕
領
―
―
一
八
石
余
の
計
―

0
二
石
余
が
幕
府
に
召
し
上
げ
ら
れ

こ°t
 

青
物
生
産
・
流
通
に
つ
い
て
は
、
小
林
茂
『
近
世
農
村
経
済
史
の
研
究
』
（
未
来

社
、
一
九
六
三
年
）
、
津
田
秀
夫
「
幕
末
・
維
新
期
の
近
郊
農
村
の
性
格
」
（
大

阪
歴
史
学
会
編
『
近
低
社
会
の
成
立
と
崩
壊
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、

の
ち
『
幕
末
社
会
の
研
究
』
、
柏
書
房
、
一
九
七
七
年
、
に
所
収
）
、
荒
武
賢
一

朗
「
近
世
大
坂
に
お
け
る
青
物
流
通
の
取
引
範
囲
」
（
『
大
阪
の
歴
史
』
五
―
一
、

一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

由
緒
を
意
識
す
る
契
機
と
し
て
、
他
と
の
争
論
や
自
ら
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る

場
合
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
久
留
島
浩
「
村
が
「
由
緒
」
を
語
る

と
き
ー
「
村
の
由
緒
」
に
つ
い
て
の
研
究
ノ
ー
ト
」
（
久
留
島
浩
•
吉
田
伸
之
編

『
近
世
の
社
会
集
団
』
、
山
川
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
。

『
古
来
方
新
建
家
』
四
二
頁
。

こ
れ
に
関
連
し
て
平
川
新
氏
は
、
社
会
的
結
合
の
成
立
そ
れ
自
体
が
、
社
会
的

32 31 30 29 28 27 26 25 24 

分
裂
と
対
立
を
誘
発
す
る
基
礎
的
条
件
で
あ
り
、
社
会
的
結
合
と
分
裂
は
ま
さ

に
表
裏
一
体
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
平
川
「
地
域
社
会
の
結
合
と
分
裂
ー

訴
願
と
利
益
集
団
」
（
渡
辺
信
夫
編
『
近
世
日
本
の
生
活
文
化
と
地
域
社
会
』
、

河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
、
の
ち
『
紛
争
と
世
論
ー
近
世
民
衆
の
政
治
参

加
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、
に
所
収
）
参
照
。

弥
訴
に
つ
い
て
は
、
深
谷
克
己
「
百
姓
一
揆
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
―
―

近
世
三
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
の
ち
『
百
姓
一
揆
の
歴
史
的
構
造
』
校

倉
書
房
、
一
九
七
九
年
に
所
収
）
、
保
坂
智
「
百
姓
一
揆
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
通

史
一
三
近
世
一
―
-
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
の
ち
『
百
姓
一
揆
と
義
民
の

研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
―

1
0
0
六
年
に
所
収
）
参
照
。

『
古
来
方
新
建
家
』
四
六
ー
五
二
頁
。
村
民
四
九
0
人
は
、
当
時
の
難
波
村
の
戸

主
の
人
数
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
古
来
方
新
建
家
』
五
七
頁
。

民
衆
の
訴
願
行
為
の
前
提
に
は
、
公
儀
と
の
恩
頼
・
依
存
関
係
を
前
提
と
し
て

い
た
。
藪
田
貫
「
民
衆
の
こ
と
ば
と
力
」
（
ひ
ろ
た
ま
さ
き
編
『
日
本
の
近
世

一
六
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
、
の
ち
『
日
本
近
軋
史
の
可
能
性
』
、
校

倉
書
房
、
二
0

0
五
年
、
に
所
収
）
参
照
。

『
古
来
方
新
建
家
』
五
八
頁
。

渡
辺
尚
志
「
近
世
村
落
共
同
対
に
関
す
る
一
考
娯

T
共
同
体
の
士
地
へ
の
関
与

の
仕
方
を
中
心
に
」
（
『
歴
史
評
論
』
四
五
一
号
、
一
九
八
七
年
、
の
ち
『
近
世

の
豪
農
と
村
落
共
同
体
」
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
に
所
収
）
参
照
。

「
古
来
方
新
建
家
』
六
五
ー
六
六
頁
。

八
鍬
友
広
「
訴
願
す
る
実
力
」
（
岩
田
浩
太
郎
編
『
民
衆
運
動
2

社
会
意
識
と

世
界
像
』
、
青
木
書
店
、
一
九
九
九
年
、
の
ち
『
近
世
民
衆
の
教
育
と
政
治
参

加
』
、
校
倉
書
房
、
―

1
0
0
一
年
、
に
所
収
）
参
照
。

難
波
新
地
は
、
寛
政
期
頃
か
ら
繁
昌
し
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。
『
摂
津
名
所
図
会

大
成
』
の
「
難
波
新
地
観
物
」
に
は
、
茶
屋
が
軒
を
連
ね
、
昼
夜
と
も
賑
わ
い

で
い
る
様
子
や
、
見
世
物
興
行
に
よ
っ
て
繁
昌
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
難
波
新
地
の
見
世
物
に
つ
い
て
は
、
田
中
豊
•
藤
田
実
「
難
波
新

地
見
世
物
場
の
位
置
に
つ
い
て
」
（
『
大
阪
の
歴
史
』
三
六
、
一
九
九
二
年
）
参
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（
付
記
）

本
稿
は
、
平
成
十
六
年
一
月
に
関
西
大
学
大
学
院
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の
一
部
を

加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
す
。
本
稿
作
成
の
史
料
閲
覧
に
あ
た
っ
て
、
古
文
書
所
蔵
者

お
よ
び
大
阪
城
天
守
閣
の
皆
様
に
は
、
多
大
な
る
便
宜
を
御
図
り
い
た
だ
き
、
そ
の
厚

恩
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
準
備
の
過
程
で
は
、
多
大
な
御
教
示
を
賜
り
ま
し
た
関

西
大
学
セ
ロ
リ
の
会
の
皆
様
•
高
橋
誠
一
先
生
を
は
じ
め
ゼ
ミ
の
皆
様
・
大
阪
歴
史
学

へ／

47 46 (43) 

(44) 

(45) 

,-..._ ,-..._ 

42 41 (36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 
35 34 

,----.__ 

33 

照。本
章
で
用
い
る
主
な
史
料
は
、
『
難
波
新
地
三
町
分
新
建
家
一
件
』
（
個
人
蔵
）

で
あ
る
。
以
下
、
史
料
名
を
『
難
波
新
地
一
件
』
と
表
記
す
る
。

前
掲

(
3
)
、
塚
田
ご
近
世
大
坂
の
開
発
と
株
」
、
同
『
近
戦
の
都
市
社
会
史
』
。

吟
味
中
に
拘
留
す
る
牢
屋
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
平
松
義
郎
『
近
冊
刑
事
訴
訟

法
の
研
究
』
（
創
文
杜
、
一
九
六
0
年
）
参
照
。

『
難
波
新
地
一
件
」
（
個
人
蔵
）
。

『
難
波
新
地
一
件
』
（
個
人
蔵
）
。

『
難
波
新
地
一
件
』
（
個
人
蔵
）
。

『
難
波
新
地
一
件
』
（
個
人
蔵
）
。

難
波
新
地
の
開
発
地
域
の
内
、
庄
屋
甚
左
衛
門
は
土
地
所
有
者
の
な
か
で
、
最

も
広
い
二
反
四
畝
余
の
土
地
を
所
持
し
て
い
た
。

『
難
波
新
地
一
件
』
（
個
人
蔵
）
。

株
が
開
発
資
本
の
援
助
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
点
を
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
前
掲

(
3
)
、
塚
田
『
近
世
の
都
市
社
会
史
』
参
照
。

『
難
波
新
地
一
件
』
（
個
人
蔵
）
。

『
難
波
新
地
一
件
』
（
個
人
蔵
）
。

訴
願
運
動
終
了
後
の
開
発
に
つ
い
て
は
、
前
掲

(15)
、
『
藤
井
善
八
覚
書
』
に

詳
し
い
。

『
難
波
新
地
一
件
』
（
個
人
蔵
）
。

田
沼
期
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
中
井
信
彦
『
転
換
期
幕
藩
制
の
研
究
』
（
塙
書

房
、
一
九
七
一
年
）
、
大
石
慎
一
＿
一
郎
『
田
沼
意
次
の
時
代
』
（
岩
波
書
店
、
一
九

九
一
年
）
参
照
。

会
近
世
史
部
会
の
皆
様
に
は
、
大
変
御
冊
話
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
荒
武
賢
一
朗
氏

に
は
多
く
の
貴
重
な
御
意
見
・
御
指
摘
を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
皆
様
に
心
よ
り

感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
関
西
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
博
士
課
程
後
期
課
程
）
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